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事業再生 ADR 手続における事業再生計画案の協議のための債権者会議の 
開催等に関するお知らせ 

 
 

当社並びに当社子会社である Akebono Brake Corporation、Akebono Brake Mexico S.A. 
de C.V.、Akebono Brake Slovakia s.r.o.、広州曙光制動器有限公司、曙光制動器（蘇州）

有限公司及び A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.（以下、総称して「当社ら」といいます。）

は、2019 年 2 月 12 日付「事業再生 ADR 手続における第 1 回債権者会議の成立・同意に関

するお知らせ」に記載のとおり、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続（以下、

「事業再生 ADR 手続」といいます。）の下で事業再生に取り組んでおりますが、事業再生

計画案の策定にはいましばらくの時間を要する見通しです。 
そのため、本日開催の事業再生計画案の協議のための債権者会議において、現時点にお

ける事業再生計画案の策定状況等の報告を行うとともに、同会議の続会を 2019 年 6 月 11
日に開催することにつき、お取引金融機関様のご承認をいただきました。 
この事業再生 ADR 手続のスケジュールの変更により、事業再生計画案の協議のための債

権者会議の続会及び事業再生計画案の決議のための債権者会議を 6 月 11 日に同日開催する

こととなりますので、事業再生計画案の決議のための債権者会議の続会を 9 月頃を目処に

開催することを予定しております。 
当社らは、引き続き事業再生 ADR 手続の中で、全てのお取引金融機関様と協議を進めな

がら、事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただいて、全てのお取引金融機関様

の同意による成立を目指してまいります。 
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